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第３章 

川崎市地域福祉計画 

１ 計画策定の趣旨・期間 

２ 地域福祉計画と関連個別計画等の関係性 

３ 川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンに 

基づく取組の推進 

４ 川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンの 

推進体制 

５ 第６期計画の取組状況と第７期計画に向けた課題 

６ 令和７（2025）年以降を見据えためざす姿 

７ 第７期計画期間における施策の方向性 

８ 第７期計画の実施状況の点検・見直し 
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１ 計画策定の趣旨・期間 
 

（１）計画の趣旨 
 

「地域福祉計画（以下、「計画」という。）」は、社会福祉法第 107 条に基づき、次の事項

を一体的に定める計画です。 

① 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関する共通

的事項 

② 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

③ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

④ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

⑤ 包括的な支援体制の整備に関する事業（同法第 106 条の３第１項各号）の 

実施に関する事項 

 

本市では、平成 16（2004）年度に第１期計画がスタートし、今回は第７期となります。

また、第７期計画についても、市計画と区計画をそれぞれ策定します。 

 

 

 

（２）計画の期間 
 

第７期計画の計画期間は、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間

です。 
 

年度 

 

 (西暦) 

(平成) 

29 
2017 

30 
2018 

(令和)

元 
2019 

２ 
2020 

３ 
2021 

４ 
2022 

５ 
2023 

６ 
2024 

７ 
2025 

８ 
2026 

９ 
2027 

１０ 
2028 

１１ 
2029 
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【地域包括ケアシステム推進ビジョン】 

【地域福祉計画】 

 第二段階   第三段階 

第６期 

第８期 

第７期 

システム構築期  システム進化期 

第５期 

地
域
福
祉
計
画 

わ
が
ま
ち
を
知
る 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

第
３
章 

川
崎
市
地
域
福
祉
計
画 

資
料
編 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

地
域
福
祉
計
画 

わ
が
ま
ち
を
知
る 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

 

資
料
編 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地
域
福
祉
計
画 

わ
が
ま
ち
を
知
る 

地
域
の
福
祉
を
調
べ
る 

資
料
編 



 

75 

（３）推進ビジョンの概要 
 

推進ビジョンは、「川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による誰もが住み

慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」を基本理

念とし、「①意識の醸成と参加・活動の促進」「②住まいと住まい方（地域コミュニティ等と

の関わり方）」「③多様な主体の活躍」「④一体的なケアの提供」「⑤地域マネジメント」の

基本的な５つの視点で取り組むものです。 

これらの取組を通じて、住み慣れた地域で自分らしさを発揮し、自立した日常生活を

営むことができるように、生活に必要な要素が包括的に確保された体制づくりとして、地

域包括ケアシステムの構築をめざしています。 
 

 

【「地域包括ケアシステム推進ビジョン」における取組の視点】 

～一 生 住み続けたい最幸 のまち・ 川崎 をめざして～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「川崎市地域包括ケアシステム連絡協議会運営委員会」での議論を踏まえて、民間企業なども含めたより多様な主体

の参画が進んでいることから、「３．多様な主体の活躍による、よりよいケアの実現」の「ケア」を「支援」と読み替えて表

記しています。 

出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント」
（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成 27 年度厚生労働
省老人保健健康増進等事業 

川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による 

誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現 

基本理念 

［意識の醸成と参加・活動の促進］ 

１． ケアへの理解の共有と 

セルフケア意識の醸成 

［住まいと住まい方］ 

２．安心して暮らせる「住まいと住ま

い方」の実現 

［多様な主体の活躍］ 

３．多様な主体の活躍による、 

よりよい支援（※）の実現 

［一体的なケアの提供］ 

４．一体的なケアの提供による自立 

した生活と尊厳の保持 

［地域マネジメント］ 

５．地域包括ケアをマネジメント 

するための仕組みの構築 

基本的な 

５つの視点 
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（４）地域包括ケアシステム構築に向けたロードマップ 

 

ロードマップとしては、「推進ビジョン」を策定した以降の平成 27（2015）年度から

29（2017）年度までを第１段階の「土台づくり」の期間として、平成 30（2018）年度か

ら令和７（2025）年度までを第２段階の「システム構築期」、令和８（2026）年度以降を

第３段階の「システム進化期」として、地域包括ケアシステムの構築をめざしています。 

いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22(2040)年以降には、ひとり

暮らし高齢者世帯、夫婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれるなど、医療・

介護サービスの需要がさらに増加・多様化することが想定されています。 

さらに、家族・地域社会の変容等により、孤立・孤独、ひきこもり、いわゆる８０５０問題、

ヤングケアラー等の生きづらさ・困りごとの複雑化・多様化が進んでいます。また、新型コ

ロナの影響等による地域でのつながりの希薄化や、様々な地域活動の休止、各分野にお

ける専門職人材の不足等、地域におけるケアや支援の担い手の減少が顕著になってきて

います。 

こうした中、第３段階の「システム進化期」に向けては、令和７(2025)年度までのシス

テム構築に向けた取組を着実に進めていきます。また、アフターコロナを見据えた「新し

い生活様式」や、新たに DX（デジタルトランスフォーメーション）の社会変容を踏まえな

がら、予防的な視点を重視し、民間企業等も含めた地域の多様な主体による、誰ひとり取

り残さない包括的な支援体制づくりを進めることで、更なる取組の加速化をめざします。 

今後も、令和 22(2040)年以降も続くことが見込まれる超高齢社会に向けて、社会

の持続可能性を高め、誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けるこ

とができる地域の実現をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※令和２２（2040）年には、いわゆる「団塊ジュニア世代」が 65 歳以上高齢者（前期高齢者）となり、総人口・現役世代が

減少する中で、高齢者人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高い 85 歳以上人口が急速に増加することが見

込まれています。 
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６ 令和７（2025）年以降を見据えためざす姿 
 

（１）地域福祉とは 
 

社会福祉の問題は、特別な問題ではありません。私たちが日常生活を送る上で誰もが

抱える問題です。私たちは、生まれてから死を迎えるまでの生涯を通じて多かれ少なか

れ、必要に応じて、他者からの支援を得て問題を解決しながら生きています。 

その支援は、法律などによって制度化された公的なサービス、あるいは家族、友人、近

隣住民などによる支援など様々ですが、私たちは自分以外の人から援助や支援を得て、

問題を解決しながら生活を継続しています。 

地域福祉の概念は、社会福祉法第４条に「地域福祉の推進」として位置付けられていま

す。地域福祉とは、「住み慣れた地域社会の中で、家族、知人、友人、近隣住民などとの社

会関係を保ち、自らの能力を最大限発揮し、誰もが自分らしく、誇りを持って、家族及び

地域の一員として、日常生活を送ることができるような状態をつくっていくこと」とされ

ています。 

そのためには、まずは社会の中のサービスを利用することも含めて自分でできること

は自分でする「自助」、近隣の助け合いや、ボランティアなどの顔の見えるお互いの支え

合いの取組としての「互助」、お互いの支え合いを基本として制度化されたもので、介護

保険や医療保険に代表されるリスクを共有する人々で負担する取組としての「共助」、困

窮など自助・互助・共助では対応が難しいことで公的な生活保障を税により取り組む「公

助」の組み合わせによる取組が求められています。 
 

 

 

【「自助・互助・共助・公助」の関係性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省地域包括ケア研究会報告書をもとに作成 

  

自助 

共助 

互助 

公助 

■自分のことを 
自分でする 

■自らの健康管理 
（セルフケア） 

■市場サービスの購入 

 
■ボランティア活動 
■住民組織の活動 

■当事者団体による取組 
■高齢者によるボランティア・ 
 生きがい就労 

■ボランティア・住民組織の 
活動への公的支援 

■介護保険に代表される 
 社会保険制度及びサービス 

■一般財源による高齢者福祉 
 事業等 
■生活保護 
■人権擁護・虐待対策 
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（２）地域福祉の対象者と担い手 
 

地域福祉の対象者は、年齢、性別、障害の有無などに関わりなく、地域で暮らす、すべ

ての人々です。 

地域福祉の担い手も、地域住民、町内会・自治会、学校、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人等

関係団体、ボランティア、民生委員児童委員、社会福祉施設等の職員、福祉関係事業者、

保健医療事業者、行政など、あらゆる人々が地域福祉の担い手です。 

市民と行政との関係について、本市では「川崎市自治基本条例」を制定し、市民と議会

と市長等が行うそれぞれの自治運営の役割と責務等を定めています。 
 

 

（３）令和７（2025）年以降を見据えた想定される課題

とめざす姿 

本市における高齢化は今後急速に進み、現在、高齢者数は約 31.5 万人（令和４

（2022）年 10 月１日現在）ですが、令和７（2025）年には 34 万人まで増加することが

見込まれます。特に、75 歳以上の後期高齢者については、16.8 万人から、令和７

（2025）年には 20.５万人まで増加することが見込まれます。また、その後、令和 12

（2030）年頃の人口のピークを経て、令和 27（2045）年頃には、現役世代が約２人で１

人の高齢者を支える状況となることが見込まれています。 

さらに、人口動態と関連して、認知症高齢者の増加や、ひとり暮らし高齢者や高齢者の

みの世帯の増加等により、地域社会が変容し、生活課題の複雑化・多様化が進んでいくも

のと考えられます。 

こうした中で、本市においては「推進ビジョン」を策定し、現在、第２段階の「システム構

築期」として、令和７（2025）年度を目標に、地域包括ケアシステム構築に向けた各関連

の行政計画において具体的な取組を進めています。さらに、第２段階に続く第３段階の社

会状況を見据え、令和７（2025）年以降に向けて、関連行政計画間の中長期的・横断的

な課題とめざす姿について、計画横断的なテーマとして「地域の基盤」「安心・安全」「健

康・予防」「権利擁護」「次世代育成」「社会参加」「地域資源の活用」という取組ごとに整理

しました。 

こうした考え方をもとに、各関連行政計画間で横断的に計画期間内の取組を進め、大

枠として、令和７（2025）年以降の社会変容への対応に向けた取組を推進します。 
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【令和７（2025）年以降の当面想定される課題とめざす姿】 

 現状の課題と令和７（2025）年以降の当面 

想定される課題 

令和７（2025）年以降の 

地域福祉のめざす姿 

地
域
の
基
盤 

○アフターコロナを見据え「新しい生活様式」

を踏まえた地域における新たな取組の推進

が求められている。 

○人口構成や住宅環境、地域でのつながりな

どについて地域差が出てきており、地域に

おけるこれまでの取組を継続していくこと

が難しい状況が差し迫ってきている。 

○家族機能が縮小し、あらゆる世代の人々が

様々な困難や課題に直面していることか

ら、家族機能を補完する地域の機能がます

ます必要となってきている。 

○アフターコロナの「新しい生活様式」による

地域社会の変容を踏まえて、多くの地域で、

オンライン等活用による地域の状況に応じ

た多様な住民主体の課題解決に向けた取組

が行われている。 

○高齢者は支えられる側という意識ではな

く、様々な形態で高齢者世代の多くの方が

地域の活性化に関わっている。 

○行政や社会福祉協議会などの公的サービス

を提供する機関は、プラットホームビルダー

等として、各地域の課題解決に向けた支援

を行っている。 

安
心
・安
全 

○支援に結び付かない人を地域の中で気にか

け、必要に応じて、専門多職種による支援に

つなげ、誰もが安心して暮らし続けられる地

域づくりが課題となっている。 

○近年、大規模災害が多発している状況を踏

まえ、大規模災害に備えた自助、互助、共

助、公助による取組の推進が求められてい

る。 

○困ったときに声を挙げられる地域づくりが

進むとともに、いざというときに、周囲や相

談機関に相談でき、包括的な支援につなが

る環境づくりが行われている。 

○日頃からの見守り・支え合いの取組の充実

を図り、災害時要配慮者支援や防災を目的

とした取組を進め、地域の安全・安心が広が

っている。 

健
康
・予
防 

○団塊の世代が後期高齢者に達し、要介護高

齢者をはじめ、疾患を抱えている方が急増

していく。 

○健康づくり・介護予防の取組が進み、健康寿

命が延伸している。 

権
利
擁
護 

○少子高齢化、世帯人員の減少などにより、地

域で暮らす高齢者や障害者などへの権利擁

護のニーズが増大している。身近で適時適

切な支援が求められている。 

○川崎市成年後見制度利用促進計画に基づ

き、権利擁護事業や成年後見制度への理解

が進み、利用が促進され、高齢者や障害者

などが自己決定・自己実現をできる環境が

広がっている。 

次
世
代
育
成 

○子どもや若者が、地域の中で社会的孤立に

陥らず、地域で暮らしていける環境づくりが

必要となっている。 

○次世代を対象とした地域でのつながりを育

んでいくための取組が地域の多様な機関に

より取り組まれ、子どもたちの地域への愛

着が育まれている。 

社
会
参
加 

○障害者や病気がある人も、住み慣れた地域

や望む場で自立した生活を送れるように、

障害や病気への理解、個々人に応じた社会

参加がより必要となっている。 

○障害や病気への市民の理解が進み、お互い

に支え合い、助け合う、地域社会づくりの意

識が高まり、すべての市民の個々人に応じ

た社会参加が促されている。 
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 現状の課題と令和７（2025）年以降の当面 

想定される課題 

令和７（2025）年以降の 

地域福祉のめざす姿 

地
域
資
源
の
活
用 

○限られた資源を効率・効果的に活用していく

ための地域福祉におけるコーディネート機

能の必要性が高まっている。 

○既存の資源に関する情報を共有し、市民、事

業者、行政など多様な主体が連携・協働し、

オンライン等を活用した地域の課題に対す

るきめ細やかな対応が図られている。 
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７ 第７期計画期間における施策の方向性 

（1）計画の基本理念・目標 
第７期計画では、第６期計画中の新たな課題や引き続き検討すべき課題、地域福祉実

態調査のニーズ、さらに、国における「地域共生社会の実現」の考え方などを踏まえ、基

本理念は第６期計画を踏襲し「市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふる

さとづくり～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～」とします。 

さらに、基本目標は「推進ビジョン」を踏まえ、①「ケアへの理解の共有とセルフケア意

識の醸成」、②「安心して暮らせる住まいと住まい方の実現」、③「多様な主体の活躍によ

るよりよい支援の実現」、④「一体的なケアの提供による自立した生活と尊厳の保持の実

現」⑤「地域包括ケアをマネジメントするための仕組みの構築」の５つとし、地域福祉の向

上を推進します。 

施策の展開にあたっては、本市は都市部特有の地域のつながり等について、希薄な一

面もある一方で、日常生活を送る上での地域資源が比較的集約されている地理的特徴、

ボランティア活動などの市民活動が盛んに行われてきたこと、高い産業集積を持ち、魅

力ある民間資源も多くあること、これらの強みを活かして、「推進ビジョン」に掲げる「誰

もが住み慣れた地域や自ら望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」に

つなげられるように取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ ケアへの理解の共有とセルフケア意識の醸成 

２ 安心して暮らせる住まいと住まい方の実現 

３ 多様な主体の活躍によるよりよい支援の実現 

４ 一体的なケアの提供による自立した生活と尊厳の保持の実現 

５ 地域包括ケアをマネジメントするための仕組みの構築 

基本理念 

基本目標 

市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～  
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１ ケアへの理解の共有とセルフケア意識の醸成 

すべての住民が社会環境の変化に対応する意識を持ち、自発的に努力すると 

ともに、「共生の意識」を育み、「自立した生活」と「尊厳の保持」を実現できる 

地域を目指します。 

 

 

２ 安心して暮らせる住まいと住まい方の実現 

生活の基盤として、本人の尊厳が十分に守られた住環境が整備され、本人の 

希望にかなった住まい方が確保された環境をめざします。 

 

 

３ 多様な主体の活躍によるよりよい支援の実現 

自立した生活の維持に向けて、インフォーマル・サポートが地域の中で提供され 

るよう、多様な主体の役割分担による「互助」を支える仕組みづくりを進めます。 

 

 

４ 一体的なケアの提供による自立した生活と尊厳の保持の実現 

本人の身体状況に応じた、専門職によるケアを多職種の連携により、切れ目

なく提供できる体制づくりを進めます。特に、医療と介護の円滑な連携を進

めます。 

 

 

５ 地域包括ケアをマネジメントするための仕組みの構築 

地域の目標を地域全体で共有しながら、個々の活動が一つの目標に向かっ

てより効果的に機能できるような仕組みづくりを進めます。 
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（２）地域福祉計画推進における圏域の考え方 
人口 150 万人を超える本市においては、これまでの歴史や文化に根差した多様性が

あり、地域によって生活上の課題も異なることから、地域包括ケアシステムの構築に向け

ては、小地域ごとの特性に配慮した施策展開が重要です。 

また、生活に身近な課題や問題を発見し、住民を中心とした地域福祉活動を展開する

には、区、さらに地域の実情に応じたより小さな圏域を単位とすることが望ましいことか

ら、第６期計画においては、「区域」を第１層とし、相談や居場所など、地域の課題に公的

に対応し地域づくりを進める圏域を第２層として、市内を 44 に分けた「地域ケア圏域」と

し、さらに小規模な地域の状況把握や課題解決に向けて、町内会や自治会や小学校区等

の「小地域」を第３層としました。 

こうした中、第６回地域福祉実態調査においては、「助け合いができる地域の範囲」と

して、隣近所または町内会・自治会程度と回答した割合が７割を超えるなど、互いに支え

合う関係づくりを行う範囲は、主に町名単位や町内会・自治会程度であることがわかりま

した。 

このため、第７期計画においては、心配事や悩み事について小地域の範囲で気づきが

得られるよう、住民同士の顔の見える関係づくりを支援するとともに、小地域内の情報

をもとに、住民の安心を支える多様な支援を行っていくために、第６期計画で「地域ケア

圏域」と位置づけた小地域よりも広い地域において、行政が中心となり、多様な主体と連

携し、地域マネジメントを推進していきます。 

今後も、適切な地域マネジメントに向け、地域で安心して暮らし続けられるために必要

な要素を整理し、地域資源の確保に向けた取組を推進します。 

 

【地域福祉向上に向けた取組を推進する上での圏域】（令和５（2023）年４月１日現在） 

 圏域 圏域の考え方 

第
３
層 

(小地域) 

※住民同士の顔の見える関係づ

くりが行われており、行政がこ

れを支援する圏域 

 

町内会・自治会（650） 

小学校区（114 校区） など 

（例示） 

・町内会・自治会の班（組）程度の日常的な支え合いを基本

としながら、民生委員児童委員などが、地域の状況を把

握し、見守りや日常の生活支援などを行う。 

・地域住民の生活課題の解決に向けて、見守りなど具体的

に日常的な活動を行っていくことが求められる。 

・ＰＴＡを中心に、子どもの健やかな成長ができる教育環境

づくりを各学校と共に推進している。    など 

第
２
層 

(中地域) 

地域ケア圏域（44 圏域） 

※行政が中心となり多様な主体

と連携し、地域マネジメントを

行う圏域 

 

人口平均 約 3.5 万人 

中学校区（52 校区） 

地区社会福祉協議会（40 地区） 

地区民生委員児童委員協議会

（56 地区） 

・身近な地域において、相談や居場所など、地域の課題に

公的に対応し、地域づくりを進める。 

・地区社会福祉協議会や地区民生委員児童委員協議会を組

織し、活動を推進している。 

・今後、地域で安心して暮らし続けられるために必要な要素

を整理し、地域資源の確保に向けた取組を推進する。 
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第
１
層 

（行政区域） 

人口 17 万人～26 万人程度 

・効果的なサービス提供を実現するために区社協、地域み

まもり支援センターなどの公的機関があり、区役所が中

心となって、地域課題を把握し、住民と共有しながら、各

地域を支援する地域福祉を推進する。 

第
０
層 

（市域） 

人口 約 154 万人 
・市全体の調和を保ちながら地域福祉の向上を図るため

の取組を推進する。 

 

また、第６期計画からは、小地域において、住民同士の「地域づくり」が進んでいくよう、各

区計画に、「地域ケア圏域」ごとの地域の概況を掲載し、地区カルテを活用した地域マネジメン

トを推進しています。さらに、「個別支援の充実」と「地域力の向上」を不可分一体で進め、包括

的な支援体制づくりにつなげます。 
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８ 第７期計画の実施状況の点検・見直し 

本市においては、学識経験者、地縁組織や福祉関係団体の代表者等を委員とする「川崎市

社会福祉審議会地域福祉専門分科会」において、地域福祉に関する状況の把握や、市計画の

策定・実施状況の評価・見直しを行ってきました。 

あわせて、各区計画については、市計画を基本としながら、地域の実情に応じて、区独自の

取組を中心に策定しており、主な取組を中心に各区計画推進会議（会議名は、別名称となって

いる区もあります。）において、計画の策定・実施状況の点検・見直しを行ってきました。 

第７期計画期間においても、各区地域福祉計画推進会議における区計画の点検も踏まえて、

川崎市社会福祉審議会地域福祉専門分科会において計画の進捗状況を報告し、ＰＤＣＡサイク

ルにより、地域福祉に関する状況把握、地域福祉施策の進行管理、課題の検討・評価等を行い、

施策の一層の充実に努めます。 

また、具体的な事務事業については、総合計画における事務事業点検を活用しながら、評

価を行っていき、計画の進行管理を継続して行っていくことにより、次期計画（令和９（202７）

～令和１１（202９）年度）につなげます。 

 

【ＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実行（Ｄｏ） 

・施策推進の目標進捗状況の把握 

・施策の方向と内容についての 

 指標に基づく成果の確認 

改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

・施策推進の目標 

・施策の方向と内容 

計画（Ｐｌａｎ） 

評価（Ｃｈｅｃｋ） 

・施策推進の目標の見直し 

・施策の方向と内容についての 

見直し 

・目標に向けた事務事業の執行 
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第７期川崎市地域福祉計画の施策体系図 

 

 

  
【基本理念】 

市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～ 

【基本的な５つの視点】 

ケアへの理解の共有とセルフケア意識の醸成  1 

（１）地域包括ケアに関する情報提供の充実 
① 地域子育て支援事業 
② 福祉サービス第三者評価事業 
③ 地域福祉情報バンク事業 
④ 障害者社会参加促進支援事業 
 

（２）誰もが参加できる健康・いきがいづくり 
① 健康づくり事業 
② 介護予防事業 
③ 生涯現役対策事業 

 ④ 生活習慣病対策事業 
⑤ 食育推進事業 
 

（３）地域福祉活動への参加の促進 
① 民生委員児童委員活動育成等事業 
② 高齢者就労支援事業 
③ 青少年活動推進事業 
④ 地域における教育活動の推進事業 
 

（４）権利擁護の取組 
① 権利擁護事業 
  ･あんしんセンターの運営支援 
  ･成年後見制度利用促進事業 
② 人権オンブズパーソン運営事業 
③ 女性保護事業 
④子どもの権利施策推進事業 
 

安心して暮らせる住まいと住まい方の実現  ２ 

（１）地域での居住継続に向けた福祉施設等の
整備 

① 介護サービスの基盤整備事業 
② 障害福祉サービスの基盤整備事業 
③ 公立保育所運営事業 
④ 認可保育所等整備事業 

 

（２）誰もが暮らしやすい住宅・住環境の整備 
① 住宅政策推進事業 
② 市営住宅等管理事業 
③ 市営住宅等ストック活用事業 
④ 民間賃貸住宅等居住支援推進事業 
⑤ 健康リビング推進事業 
 

（３）活動・交流の場づくり 
① 地域福祉施設の運営 

（総合福祉センター・福祉パル） 
② いこいの家、いきいきセンターの運営 
③ こども文化センター運営事業 
④ 地域の寺子屋事業 
 

（４）地域における移動手段の確保 
① 高齢者外出支援事業 
② 障害者の移動手段の確保対策事業 
③ 地区コミュニティ交通導入推進事業 
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一体的なケアの提供による自立した生活と尊厳の保持の実現  4 

（１）包括的な相談支援ネットワークの充実 
① 地域包括支援センターの運営 
② 障害者相談支援事業 
③ 児童生徒支援・相談事業 
④ 母子保健指導・相談事業 
⑤ 児童相談所運営事業 

（２）保健・医療・福祉の連携 
① がん検診等事業 
② 妊婦・乳幼児健康診査事業 
③ 在宅医療連携推進事業 

（３）保健・福祉人材等の育成 
① 福祉人材確保対策事業 
② 看護師確保対策事業 
③ 保育士確保対策事業 

（４）虐待への適切な対応の推進 
① 高齢者虐待防止対策事業 
② 障害者虐待防止対策事業 
③ 児童虐待防止対策事業 

 

（５）様々な困難を抱えた人への自立支援 

の取組 
① 生活保護自立支援対策事業 
② 生活困窮者自立支援事業 
③ ひとり親家庭等の総合的支援事業 
④ 子ども・若者支援推進事業 
⑤ 里親制度推進事業 
⑥ 児童養護施設等運営事業 
⑦ 更生保護事業 
⑧ 雇用労働対策・就労支援事業 

（６）ひきこもり対策等の推進 
① ひきこもり地域支援事業 
② 自殺対策・メンタルヘルス普及啓発事業 

 

多様な主体の活躍によるよりよい支援の実現  ３ 

（１）市民・事業者・行政の協働・連携 
① 地域包括ケアシステム推進事業 
② 認知症高齢者対策事業 
③ 多様な主体の活躍による協働・連携推進事業 
④ かわさき健康福寿プロジェクト 

（２）ボランティア・NPO法人等の支援 
① 市民活動支援事業 
② ボランティア活動振興センターの運営支援 
③ NPO 法人活動促進事業 
④ 地域に開かれた特色ある学校づくり推進事業 
⑤ 地域振興事業 
⑥ 地域福祉コーディネート技術研修 

（３）地域みまもりネットワークの推進 
① 地域見守りネットワーク事業 
② 高齢者生活支援サービス事業 

 

（４）災害時の福祉支援体制の構築 
① 災害救助その他援護事業 
② 地域防災推進事業 

 

地域包括ケアをマネジメントするための仕組みの構築  5 
 

（１）誰ひとり取り残さない支援体制づくり 
① 地域福祉計画推進事業 
② 社会福祉審議会の運営 

（２）社会福祉協議会との協働・連携 
① 社会福祉協議会との協働・連携 

（３）総合的な施策展開に向けた連携体制の 

構築 
① 川崎市地域包括ケアシステム庁内推進本部会

議 
本部会議 
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１ 第７期高津区地域福祉計画策定の経過 

 

第７期高津区地域福祉計画は、外部有識者や区民で構成する「高津区地域福祉計画推進会

議」、高津区役所の区部長級で構成する「高津区地域包括ケアシステム推進本部会議」や、同じ

く課長級で構成する「自助互助プロジェクト会議」での議論のほか、随時、町内会・自治会や民

生委員児童委員など区民の方々の意見を取り入れながら、令和５(2023)年度に策定作業を

進めました。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高津区地域福祉 

計画推進会議 
 

第１回 
 

6 
19 

策定指針の 
確認と地域 
課題の抽出 

第２回 
 

8 
4 

 計画骨子と 
重点項目、 

具体的な取組
の確認 

係長 

ワーキング 

 

6 
23 

策定指針と
計画骨子に

ついて 
 

自助互助 
プロジェクト 

７ 
４ 

策定指針と
計画骨子に

ついて 

地域福祉実態調査 

令和４年 11月～12月 

外部有識者 

内部検討 

区民意見 

計画素案作成に向けた検討 

地域包括ケア 

システム推進 

本部会議 

７ 
19 

計画骨子と
計画の体系
図について 
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区役所内 

地域福祉計画 

策定ワーキング 
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計画案に関する意見聴取 

第３回 
 

9 

25 

計画素案の 
確認・検討 

パブリックコメント実施 

12/1～１/22 

第４回 
 

2 
26 

 意見募集結果 
確認・検討 
計画の確認 

計画案の説明会 

１/14 

地

域

福

祉

計

画

決

定 

計 

画

素

案

の

決

定 

地域包括ケア 

システム推進 

本部会議 

10 
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地域包括ケア 

システム推進 

本部会議 

3 

 
12 

計画案につ
いて 
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２ 高津区地域福祉計画推進会議開催運営等要綱 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高津区地域福祉計画推進会議（以下「会議」という。）の運営に関し、必要

な基本事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 区長は、高津区地域福祉計画（以下「地域福祉計画」という。）の推進等に関し、次に掲

げる事項について、会議の委員の意見を求める。 

（１）地域福祉計画の策定及び変更に関すること 

（２）地域福祉計画の進捗状況の管理及び評価に関すること 

（３）高津区における地域包括ケアシステムの推進及びネットワーク構築に関すること 

（４）前各号に定める事項の他、区長が必要と認める事項 

 

（委員） 

第３条 会議の委員は、次に掲げる者のうちから就任を依頼する。 

（１）学識経験者 

（２）保健、医療関係の団体を代表する者 

（３）福祉関係の団体及び施設を代表する者 

（４）地域住民関係の団体を代表する者 

（５）ボランティア組織及び社会奉仕団を代表する者 

（６）社会福祉当事者組織及び団体を代表する者 

（７）学校関係及び保護者団体を代表する者 

（８）公募市民 

（９）その他区長が特に認めた者 

 

（開催期間） 

第４条 会議の開催期間は、地域福祉計画の計画期間とし、必要に応じて開催することとする。 

 

（庶務） 

第５条 会議の庶務は、高津区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）地域

ケア推進課において処理する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
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３ 高津区地域福祉計画推進会議委員名簿 

 

 

 氏 名 所属・職名 

1 冨永 健太郎 日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科准教授 

2 木下 俊之 高津区医師会理事 

3 小宮 秀樹 高津区民生委員児童委員協議会会長 

4 栗田 栄治 高津区社会福祉協議会常任委員会委員 

5 小山 孝 高津区社会福祉協議会事務局長 

6 林 孝行 高津区全町内会連合会副会長 

7 若林 豊茂美 高津区主任児童委員部会部会長 

8 岸野 哲 高津区老人クラブ連合会会長 

9 薄 典子 川崎市高津区身体障害者協会会長 

10 結城 俊一 川崎市立久末小学校長 

11 吉岡 美穂 高津区地域教育会議副議長 

12 堀内 亜希子 リ・ケア向ヶ丘地域包括支援センター長 

13 納米 恵美子 川崎市男女共同参画センターすくらむ 21 館長 

14 小川 尚人 川崎市中部基幹相談支援センター長 

15 三浦 德明 川崎市高津区歯科医師会理事 

16 藤巻 洋子 高津区薬剤師会会員  

17 髙橋 さや香 
神奈川県訪問看護ステーション協議会川崎ブロック多職種

連携委員 

18 伊藤 陽子 川崎市高津区介護支援専門員連絡会 

19 米山 道枝 市民公募 
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「具体的な取組(p.55～)」の所管課(担当)問い合わせ先一覧 

 

地域ケア推進課 044-861-3313 

地域支援課 044-861-3315 

児童家庭課 044-861-3250 

高齢・障害課 
(高齢)044-861-3255 

(障害)044-861-3252 

保護課 044-861-3232 

衛生課 044-861-3321 

保育所等・地域連携担当 044-861-3340 

学校・地域連携担当 044-861-3331 

企画課 044-861-3131 

地域振興課 044-861-3144 

生涯学習支援課 044-861-7603 

危機管理担当 044-861-3147 

道路公園センター 044-833-1221 
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※組織改編等により、連絡先が変更となる場合があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７期高津区地域福祉計画 

「つながり ひろがれ たかつ」 

～人と人がつながり 幸せの輪がひろがる 高津区をめざして～ 
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